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（登壇） 

（はじめに）  

令和元年度第３回定例会の開会にあたり、議案についての説明に

先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述

べ、議員各位並びに市民の皆さまの深いご理解とご協力をお願い申

し上げます。 

 

（おわせ港まつり） 

はじめに、おわせ港まつりについてであります。 

去る８月３日に開催されました「第６９回おわせ港まつり」につ

きましては、市民の皆さま、市外、県外からのお客様など、昨年と

同様およそ５万人の方々にご来場いただきました。 

当日は、晴天に恵まれ、早朝よりの「イタダキ市」に加え、恒例

の「魚つかみ大会」、「カッター大会」が開催され、会場の魚市場

は大いに賑わいました。 

また、午後からの特設ステージでは、尾鷲高校軽音楽部、フラダ

ンスチーム、尾鷲節保存会、坂東流柳蛙会、ロックジャム、尾鷲節

保存会こども太鼓など、多くの皆さまのご出演による多彩な催しも

行われ大いに盛り上がりました。 

祭りの掉尾
ちょうび

を飾る大
おお

花火大会は、上空の風も味方し近年にない大

仕掛けなど、迫力満点の花火が盛大に夏の夜空を彩り、ご来場の皆

さまに感動が伝わりご満足されたのではないかと思っております。 

これも、市民の皆さま、企業、事業所各位のご理解によるご協賛

と、「おわせ港まつり実行委員会」や「ごみナビゲート」など、た

くさんのボランティアの皆さまのご協力のおかげであり、敬意を表

するとともに、深く感謝申し上げます。 

このように、尾鷲の伝統的な催しを今後益々発展させ、まちの活

性化につなげていかなければならないと、大いに感じている次第で

あります。 
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（財政健全化の取り組み）  

次に、財政健全化の取り組みについてであります。  

厳しい財政状況のなか、昨年度においては、２０１９年度からの

３年間の財政見通しを公表し、効率的、効果的な行財政運営を目指

して財政再建委員会で検討を重ね、当初予算編成に取り組んだとこ

ろでありますが、本年度、改めて２０２０年度（令和２年度）から、

２０２４年度（令和６年度）までの５年間の財政見通しを作成しま

したので、本定例会において、ご報告させていただきたいと存じま

す。  

また、本年度については、地方交付税のうち普通交付税が見込み

を上回ったものの、令和３年度には国勢調査人口の減少による影響

が見込まれ、市税についても、引き続き減少傾向が予想されること

から、財政状況は依然として厳しい状況が続くものと考えておりま

す。  

こうした状況を踏まえ、今後も選択と集中を徹底した、より一層

の行財政改革を断行し、財政の健全化に取り組んでまいります。  

 

（おわせＳＥＡモデル） 

次に、おわせＳＥＡモデルについてであります。 

「おわせＳＥＡモデル協議会」におきましては、策定いたしまし

た「グランドデザイン」のもと、「新たなエネルギー」と「豊かな自

然の力」を軸とした、産業・観光・市民サービスを融合した拠点と

して、人々が集い活気あふれる尾鷲を目指し、鋭意協議を進めてお

ります。 

現在、釣り桟橋検討部会をはじめ、各部会において、想定事業の

可能性を検討しつつ、基本計画そして実施計画の作成に向け、検討

を重ねているところであり、とりわけ、本市がリーダーを担う「プ

ロジェクトＳ」の部門につきましては、策定した「グランドデザイ

ン」について、十数社に及ぶ金融機関やコンサル企業をはじめ、あ

らゆる企業・機関へ直接訪問し、周知活動を行うとともに、積極的
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な意見交換を実施しているところであります。 

また、協議会におきましては、「おわせＳＥＡモデル」構想を、よ

り広く周知するためのホームページを作成したところであり、グラ

ンドデザインの周知や、新たなビジネスモデルの創出を目指す企業

参画の呼びかけをおこなっているところであります。 

このように、地産地消エネルギーによる産業振興、また、集客交

流人口の拡大に向け、具体的な事業計画策定の取り組みを進めてお

りますので、市民の皆さまをはじめ、議員の皆さま、関係者の皆さ

まのご理解・ご協力をお願い申し上げるところであります。 

 

（自然環境及び良好な生活環境の保全） 

次に、自然環境及び良好な生活環境の保全についてであります。 

近年、本市を含む近隣市町に県外から大量の土砂が搬入され、市

民の皆さまからは、生活環境に対する不安や心配の声があがってお

ります。 

このような市民の皆さまの不安や心配を払拭するため、土砂等の

埋立て等の行為に対して、「災害の防止」と「環境保全」を目的とし

た条例制定に向けて検討を進めているところであります。 

本条例におきましては、搬入される土砂等の基準や、崩落などに

よる災害を防止するための構造基準を定めることとし、市民の皆さ

まからのご意見も参考にしながら条例化に取り組んでまいります。 

 

（防災対策） 

次に、防災対策についてであります。 

本市は、過去から今日に至るまで、台風や大雨による土砂災害の

発生、地震による津波の襲来といった災害による被害を経験してき

た地域であります。 

昨年度も、台風２１号、台風２４号の強い風により様々な被害が

発生いたしました。 
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 自然災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した災害

から得られた教訓を的確に活かし、平常時より災害に対する備えを

心がけ、発災時には自ら身の安全を守る「自助」とともに、地域住

民が連携してお互いに助け合う「共助」の取組を更に拡大させるこ

とが重要であります。 

このようなことから、本市では毎年、市民の皆さまと総ぐるみで

「尾鷲市防災訓練」を実施しており、訓練内容につきましては、各

自主防災会が企画し、訓練指導を防災危機管理課をはじめ地元消防

団員や消防職員と協力し、「地域のみんなで災害に立ち向う。」とい

う連帯感の醸成を目的としているところであります。 

本年度も、多くの自主防災会、自治会におかれましては、「尾鷲市

防災訓練」に参加予定であり、その実施時期につきましては、近年

の記録的な暑さを考慮し、来る１０月２７日に実施を試みることと

しております。 

市民の皆さまに根付きつつある防災文化を風化させることなく、

さらに醸成し、本市全域での「被災者ゼロ」を目指していきたいと

考えておりますので、市民の皆さまの訓練への積極的な参加をお願

い申し上げます。 

次に、防災行政無線のデジタル化につきましては、電波法による

使用制限や機器の経年劣化に伴い、新たに整備を行うこととしてお

ります。 

昨年度に、防災行政無線整備の基本計画を策定し、実施設計を行

い、本年度からの２か年で本体工事を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

本整備事業は、地震・津波等の緊急情報や台風等の気象情報をは

じめとして、情報を速やかに伝達する手段であることから、本事業

の推進により、なお一層の防災・減災に努めてまいりたいと考えて

おります。 
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（健康づくりの推進） 

次に、健康増進等普及啓発強化事業についてであります。 

 本市では、健康寿命の延伸に向け、健康増進計画に基づき、本年

６月から毎月、市民の皆さまに対しキャンペーンをおこない「健康

増進等普及啓発強化事業」に取り組んでおります。 

 本事業では、各関係機関と連携し、６月の受動喫煙防止をはじめ、

特定健診・がん検診の受診推奨、食生活の改善、運動習慣の改善、

メンタルヘルスなど、ＰＲ用啓発物品の配布やのぼり等を活用した

街頭キャンペーンを実施しております。 

本キャンペーンは、来年３月までを強化期間とし、月替わりで実

施するもので、市民の皆さまの健康増進及び生活習慣病の重症化予

防等に取り組んでまいります。 

 

（プレミアム付商品券事業） 

次に、プレミアム付商品券事業についてであります。 

本事業は、本年１０月に予定されております消費税の１０％への

引き上げが、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和する

とともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、

市内の店舗で利用できるプレミアム付きの商品券を発行するもので

あります。 

国の財政支援を活用し、全国の自治体で実施されているところで

あり、本市におきましても、本年１０月から販売及び利用開始とな

りますので、対象者の方には本事業をご理解いただき、積極的なご

利用をお願い申し上げます。 

 

 (子育て支援の推進) 

次に、子育て支援の推進についてであります。 

子ども医療費につきましては、中学校卒業までの子どもを対象に、

すでに無償化を実施しておりますが、さらに本年９月診療分から、
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０歳から６歳までの未就学児を対象に、医療機関での支払いが不要

となる「窓口負担の無償化」を実施いたします。 

次に、幼児教育・保育の無償化につきましては、幼稚園及び保育

園に通う３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの

住民税非課税世帯の子どもを対象に、本年１０月から実施します。  

このように、子ども医療費、保育料の無償化により、子育て世帯

の経済的負担の軽減を図ることで、より一層の子育て支援の充実に

努めてまいります。 

 

（おわせっ子 共育フェスティバル）  

次に、第７回「おわせっ子 共育フェスティバル」の開催につい

てであります。  

本フェスティバルは、これまで市内の子どもたちが集い・見合い・

聞き合う学びの場として、また、多くの人々の前に立ち発表するこ

とが自信や意欲につながる体験の場として実施しております。  

これにより、それぞれの学校が、工夫をこらした発表を繰り広げ、

観客の皆さまに感動を与えており、なによりも、子どもたちが自ら

の発表をおこなうことで、大きな自信につながっていると捉えてお

ります。  

本年度につきましても、「尾鷲に生きる！！」をテーマに、本年１

１月２２日にせぎやまホールにて、開催いたします。  

保護者や地域の皆さま方にも是非ご来場いただき、おわせ人
びと

とし

て次代を担う子どもたちに、励ましの声援を送っていただきますよ

うお願い申し上げます。  

 

（三木幼稚園について） 

 次に、三木幼稚園についてであります。 

 保護者の皆さまや地域の方々をはじめ、関係者の方々のご尽力に

より、本年４月から賀田小・三木小・三木里小学校の３校が統合し
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たことに伴い、三木幼稚園も賀田小学校に併設され、新たなスター

トを切りました。 

新たな三木幼稚園の園児たちは、小学校に通うお兄さん、お姉さ

んたちと一緒に通う事ができ、また、色々な場面での交流もあり、

小学生のたくましさや優しさに接し、集団遊びでも元気いっぱい活

動するなど、共に成長する姿を見せてくれています。 

しかしながら、現在在園している園児たちは、本年度で卒園し、

来年度新たな園児が見込めない状況である事や、今後の未就学児数

の推移を考慮いたしますと、ここで一定の決断が必要であると考え、

本年度をもって廃園するという結論にいたりました。 

地域の皆さま方をはじめ関係者の方々のご理解のほどお願い申

し上げます。 

 

（尾鷲総合病院の維持・存続） 

次に、尾鷲総合病院の維持・存続についてであります  

尾鷲総合病院は、人口減少に伴い、患者数が減少し、病院の経営

状況は、年々厳しくなってきており、持続可能な経営数値を確保す

るには大変難しい状況にあります。  

今後、人口減少が進む中、医療需要の減少が益々見込まれますが、

尾鷲総合病院を維持・存続していくためには、地域の医療需要に沿

った適切な医療提供体制を構築し、経営の健全化を図っていく必要

があります。  

これらの取り組みを計画的に進めるため、「病院新改革プラン」の

見直しを行うことを、先の定例会にてご報告申し上げましたが、こ

のたび、中間案がまとまりましたので本定例会においてご報告申し

上げたく存じます。  
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（提案説明） 

それでは、今回提案しております議案第４４号「成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て」から、議案第６６号「平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分及び決算の認定について」までの２３議案につい

て説明いたします。 

議案書の１ページをご覧ください。 

議案第４４号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について」につきましては、成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律が本年６月に公布されました。 

同法第４４条において、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重

され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別さ

れないよう欠格条項に係る措置の適正化を図られたところでありま

す。 

これにより地方公務員法が改正され、本年１２月１４日から施行

されることに伴い、本市関係条例の整備を行うものであります。 

次に、議案第４５号「子ども・子育て支援法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」につ

きましては、本年１０月１日より実施予定となっている幼児教育・

保育の無償化に関連し、本年５月に公布された「子ども・子育て支

援法の一部を改正する法律」において、「支給認定」等の略称が改

正されたことに伴い、本市条例において使用されている略称につい

て改正するものであります。 

次に、７ページの議案第４６号「尾鷲市空家等及び空地の適正管

理に関する条例の制定について」につきましては、全国的な問題と

して適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等、地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住
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民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全

を図り、併せて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進

に関する特別措置法」が平成２６年に公布されております。 

本市においても、空家等に関する施策を推進するにあたり必要な

事項を定めるものであります。 

次に、１０ページの議案第４７号「尾鷲市印鑑登録及び証明に関

する条例の一部改正について」につきましては、本年４月、「住民

基本台帳法施行令」の一部が改正されたことに伴い、本年１１月５

日より希望者は住民基本台帳に旧姓（ 旧
きゅう

氏
うじ

）を記録することが可能

となったため、印鑑登録及び証明においても旧姓を使用できるよう

本条例の一部を改正するものであります。 

次に、１３ページの議案第４８号「教育委員会教育長の給与等に

関する条例の一部改正について」につきましては、財政の健全化に

資するため、平成３０年４月より三役の給与を減額する措置を講じ

ていますが、減額期間はそれぞれの任期となっているため、現教育

長の任期満了に伴い減額期間を延長するものであります。 

次に、議案第４９号「尾鷲市手数料徴収条例の一部改正について」

につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律が平成３

０年５月に公布され、「工業標準化法」の名称を「産業標準化法」

に改正し、同法で規定する「日本工業規格（ＪＩＳ）」の名称を「日

本産業規格（ＪＩＳ）」に改める改正内容が、本年７月に施行され

たことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

次に、議案第５０号「尾鷲市立幼稚園条例の一部改正について」

につきましては、来年度以降、三木幼稚園への新規入園児の見込み

がなく、本年度末をもって廃園とするため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

次に、議案第５１号「尾鷲市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」につきまして

は、本年３月「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
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準の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、同基準に準拠

している本条例の一部を改正するものであります。 

また、学校教育法の改正により「専門職大学」制度が創設され、

「専門職大学」の前期課程の修了者を短期大学の卒業者と同様とみ

なされることとなることから、本条例該当箇所についても併せて改

正するものであります。 

次に、議案第５２号「尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について」につきましては、本

年３月「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令」が公布されたことに伴い、同基準に準拠している本条

例の一部を改正するものであります。 

次に、議案第５３号「尾鷲市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部改正について」につきましては、本年６月「災害弔慰金の支給

等に関する法律の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、

本条例の一部を改正するものであります。 

次に、議案第５４号「尾鷲市漁港管理条例の一部改正について」

につきましては、「模範漁港管理規定例」の一部が改正され、民間

活力の導入も視野に、水産業の振興や漁村の賑わいの創出の場とし

て漁港の有効活用を図るため、「模範漁港管理規程例」で定める漁

港施設（用地を含む）の占有期間を延長するための改正であります。 

次に、議案第５５号「尾鷲市水道事業給水条例の一部改正につい

て」につきましては、平成３０年１２月水道法が改正され、各自治

体における指定給水装置工事事業者の指定について更新制度が導入

され、更新に際し更新料を設定する必要が生じたため、本条例の一

部を改正するものであります。 

 次に、２９ページの議案第５６号「令和元年度尾鷲市一般会計補

正予算（第３号）の議決について」から、３３ページの議案第６０

号「令和元年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第１号）の議決につ

いて」までの５議案について、一括して説明いたします。 
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  それでは、お手元に配付の尾鷲市一般会計補正予算（第３号）主

要事項説明の１ページをご覧ください。 

  今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計

で５億３，７４９万６千円、国民健康保険事業会計で３，６２４万

７千円、後期高齢者医療事業会計で６０１万９千円をそれぞれ追加

し、水道事業会計では、歳入で２００万１千円を追加し、これによ

り各会計を含めた予算総額を１９１億７２６万９千円とするもので

あります。 

 まず、一般会計から説明いたします。２ページをご覧ください。 

  歳入の主なものについて説明いたします。 

 ９款、地方特例交付金３７１万７千円の増額は、額の確定により

１６９万８千円の増額、消費税率引き上げに伴う消費の反動減対策

として創設された、自動車税減収補填特例交付金１４７万７千円の

追加が主なものであります。 

１０款、地方交付税は、普通交付税の額の確定により２億６，８

０１万７千円を増額するものであります。 

これは主に、償却資産税の減少に伴う基準財政収入額の減少及び

基準財政需要額において、社会福祉費や高齢者保健福祉費等の単位

費用及び補正係数等が、例年の水準を大幅に上回り、算定額が見込

みを上回ったこと、また、臨時財政対策債への振替額が見込みを下

回ったことにより、総額として増額となったことが主な要因であり

ます。 

１４款、国庫支出金５２４万３千円の増額は、医療扶助費等国庫

負担金前年度精算金４８６万６千円、生活保護システム改修に対す

る生活困窮者就労準備支援事業等補助金１６８万６千円の増額が主

なものであります。  

１５款、県支出金１３２万２千円の増額は、森林再生力強化対策

事業補助金に対する、みえ森と緑の県民税市町交付金１９９万７千

円の追加が主なものであります。 
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１８款、繰入金６２１万７千円の増額は、前年度等の精算金とし

て、後期高齢者医療事業会計から４１万２千円、国民健康保険事業

会計から５８０万５千円を繰り入れるものであります。 

１９款、繰越金２億１，８３４万３千円の増額は、平成３０年度

決算に伴う繰越金であります。 

２０款、諸収入３５３万７千円の増額は、地域支援事業（社会保

障充実分）前年度精算金の追加であります。 

２１款、市債３，１１０万円の増額は、防災行政無線デジタル化

事業債９，３１０万円の追加、令和元年度普通交付税の算出に基づ

く臨時財政対策債発行可能額の確定に伴い６,２００万円を減額す

るものであります。 

次に、歳出であります。３ページをご覧ください。 

  各款別の補正額は、一覧表に記載のとおりであります。 

このうち、主なものについて、次のページで説明いたします。 

 ４ページをご覧ください。 

総務費の財産管理費では、基金積立金として財政調整基金積立金

３億７，００８万円、ふるさと応援基金積立金２，７７２万５千円

ほか、記載のとおり各基金に積み立てるものであります。 

企画費では、企画振興事業として、令和２年度以降の「尾鷲市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のための費用３８万５千円の

追加であります。 

防災費では、防災行政無線デジタル化事業で、電波法の改正によ

り、現在のアナログ方式の防災行政無線が使用できなくなることか

ら、新たにデジタル方式の防災行政無線等を整備する費用として、

防災行政無線デジタル化整備工事監理業務委託料１６５万円の増額、

防災行政無線デジタル化整備工事請負費９，１４３万２千円の追加

であります。 

民生費では、各事業における前年度精算金の追加のほか、自立支

援給付事業で、事業量の減少による放課後等デイサービス給付費１

１３万円、児童発達支援事業費２１２万５千円の減額、生活保護総
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務費で、生活保護法の改正による進学準備給付金制度に対応する為

のシステム改修費用として、生活保護システム改修委託料３１３万

５千円の追加が主なものであります。 

農林水産業費の林業振興費では、みえ森と緑の県民税連携枠事業

を新規に追加するもので、森林所有者が行う新たな植付地等への獣

害防止施設等の整備に対する支援として、森林再生力強化対策事業

補助金１９９万７千円を追加するものであります。  

教育費の学校管理費では、中学校施設整備事業として、尾鷲中学

校の貯水槽給水ポンプ２基のうち１基が故障し、残りの１基につい

ても万全な状態ではないことから、１基分の修繕料として１１８万

８千円を増額するものであります。 

公債費では、平成３０年度の起債額とその利率の確定などにより、

公債費元金で８２万９千円の増額、公債費利子で２７６万５千円の

減額であります。 

続きまして、債務負担行為補正について説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

追加で、尾鷲市防災行政無線デジタル化整備工事監理業務委託及

び尾鷲市防災行政無線デジタル化整備工事につきましては、２ヵ年

にわたる整備事業の令和２年度事業費について、債務負担行為を設

定するものであります。 

尾鷲市民文化会館指定管理料につきましても、翌年度以降におけ

る事業の円滑な執行のため、債務負担行為を設定するものであり、

事項、期間及び限度額につきましては、表のとおりであります。  

７ページをご覧ください。 

国民健康保険事業特別会計は、３，６２４万７千円を追加し、歳

入歳出総額を２４億６，２８０万５千円とするものであります。 

歳入は、前年度からの繰越金３，５４２万１千円、諸収入８２万

６千円の増額であります。  

歳出は、基金積立金で、財政調整基金積立金１，７１６万６千円

の増額、諸支出金１，９０８万１千円の増額は、普通交付金前年度
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精算金１，３２７万６千円、事業費等の精算による一般会計繰出金

５８０万５千円の追加であります。 

８ページをご覧ください。 

後期高齢者医療事業特別会計は、６０１万９千円を追加し、歳入

歳出総額を６億１，５４１万１千円とするものであります。 

歳入は、前年度からの繰越金６０１万９千円の増額であります。 

歳出は、広域連合負担金５６０万７千円の増額と、諸支出金で、

事務費等の精算による一般会計への繰出金４１万２千円の増額であ

ります。 

９ページをご覧ください。病院事業会計であります。 

債務負担行為補正について説明いたします。 

給食業務委託１件の追加で、これにつきましては、翌年度以降に

おける事業の円滑な執行のため、債務負担行為を設定するものであ

ります。事項、期間及び限度額につきましては、表のとおりであり

ます。  

次に、水道事業会計であります。 

収益的収入及び支出の収入で、営業外収益が平成２９年９月に棄

却となった損害賠償請求事件の第２審裁判費用に係る保険金として

雑収益２００万１千円の増額であります。  

以上をもちまして、議案第５６号「令和元年度尾鷲市一般会計補正

予算（第３号）の議決について」から議案第６０号「令和元年度尾

鷲市水道事業会計補正予算（第１号）の議決について」までの５議

案の説明とさせていただきます。 

 次に、議案書の３４ページをご覧ください。 

議案第６１号「平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定

について」から、３７ページの議案第６４号「平成３０年度尾鷲市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの４議

案につきましては、いずれも地方自治法第２３３条第３項に規定に

より、監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものであり、会

計管理者から説明いたさせます。 
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また、議案第６５号「平成３０年度尾鷲市病院事業会計決算の認

定について」と議案第６６号「平成３０年度尾鷲市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分及び決算の認定について」の２議案につきま

しては、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の

審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付するものであり、そ

れぞれ病院事務長及び水道部長から説明いたさせますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

（会計管理者） 

それでは、議案第６１号「平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出

決算の認定について」から議案第６４号「平成３０年度尾鷲市公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの４議案に

つきまして、「平成３０年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算

主要説明書」に基づき、それぞれの決算概要をご説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

この表は「一般会計及び特別会計の決算総括表」であります。 

各会計別に見てみますと、一般会計では歳入歳出とも予算現額は

同額の１０３億６６万４千円に対し、歳入決算額は１０２億２，３

６９万８，９２５円、予算現額に対する収入率は９９．２％であり

ます。 

歳出決算額は１００億４４９万２，５３４円で、執行率は９７．

１％となり、歳入歳出差引残額は、２億１，９２０万６，３９１円

であります。 

次に、国民健康保険事業特別会計では、歳入歳出とも予算現額は、

同額の２６億５，８０２万７千円に対し、歳入決算額は２６億６４

５万２，８７６円、予算現額に対する収入率は９８．０％でありま

す。 

歳出決算額は２５億７，１０３万５７円、執行率は９６．７％、

歳入歳出差引残額は、３，５４２万２，８１９円であります。 

後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の

６億３，５２８万８千円に対し、歳入決算額は、６億３，８１０万

３，６５６円、予算現額に対する収入率は１００.４％であります。 

歳出決算額は６億３，２０８万３，６６４円、執行率は９９．４％、

歳入歳出差引残額は、６０１万９，９９２円であります。 

公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の１０

６万４千円に対し、決算額は、歳入歳出とも同額の１０６万３,４０
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４円、収入率・執行率は９９．９％、歳入歳出差引残額は０円であ

ります。 

以上、平成３０年度の決算総額は、予算現額１３５億９，５０４

万３千円に対し、歳入決算額は、１３４億６，９３１万８，８６１

円、予算現額に対する収入率は９９．０％であります。 

歳出決算額は１３２億８６６万９，６５９円、執行率は９７.１％、

歳入歳出差引残額は、２億６，０６４万９，２０２円であります。 

次に、２ページをご覧ください。 

実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から、区分４の翌年

度へ繰越すべき財源を差し引いたものが、区分５の実質収支額とな

ります。 

一般会計の実質収支額について、翌年度へ繰越すべき財源の繰越

明許費繰越額が８６万２千円でございますので、これを差し引いた

２億１，８３４万４，３９１円が実質収支額となり、令和元年度へ

の繰越金となります。 

なお、この繰越明許費繰越額８６万２千円は、６月３日に開会さ

れました、令和元年第２回定例会の「報告第８号」にて報告させて

いただきました、平成３０年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算

書に記載の翌年度繰越額１億３，１８６万３千円の財源内訳におけ

る一般財源分であります。 

特別会計については、翌年度へ繰越すべき財源がありませんので、

国民健康保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は歳入歳出

差引額と同額で、記載のとおりであります。 

次に、３、４ページをご覧ください。 

それでは、一般会計歳入歳出決算の概要を歳入款別決算額調によ

り各款別の主なものについてご説明いたします。 

１款市税は、予算現額２１億４，１０２万３千円に対し、調定額

は２２億６，９６９万１，９１０円、収入済額は２１億８，１３５

万１，４４７円、一般会計収入済額全体（構成比）の２１.３％を占

めております。 
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前年度との比較は４，５８８万５，９５３円の減少となっており、

その主な要因は固定資産税及び都市計画税の減収であります。 

不納欠損額は６５万７，６９４円、前年度との比較は５０５万３，

３７７円の減少であります。 

収入未済額は８，７６８万２，７６９円、前年度との比較は、９

４７万６，３２３円の増加であり、収納率は９６.１％であります。 

２款地方譲与税の収入済額は５，１３０万円、前年度との比較は

４０万１千円の増加であります。 

３款利子割交付金の収入済額は４６２万４千円、前年度との比較

は２２万９千円の減少であります。 

４款配当割交付金の収入済額は９２９万１千円、前年度との比較

は２８１万円の減少であります。 

５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は７４０万９千円、前年

度との比較は４５１万円の減少であります。 

６款地方消費税交付金の収入済額は３億３，７８３万５千円、前

年度との比較は２，１６９万円の増加であります。 

７款自動車取得税交付金の収入済額は１，９５４万７千円、前年

度との比較は１００万８千円の増加であります。 

８款地方特例交付金の収入済額は７５３万６千円、前年度との比

較は１４９万７千円の増加であります。 

次に、５、６ページをご覧ください。 

９款地方交付税の収入済額は３５億６，５７０万６千円、一般会

計収入済額全体の３４.９％を占めております。 

前年度との比較は６８７万８千円の減少であります。 

１０款交通安全対策特別交付金の収入済額は２２６万７千円、前

年度との比較は２０万４千円の減少であります。 

１１款分担金及び負担金の収入済額は１億３，２８７万２，６７

６円、前年度との比較は８８万５１円の減少であります。 

収入未済額は７３２万３，３８０円、主なものは保育所入所保護

者負担金であります。 
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１２款使用料及び手数料の収入済額は１億２，１６３万５，４１

７円、前年度との比較は２６４万１，８９２円の減少であります。 

収入未済額は７８３万４，８００円、主に市営住宅使用料及びし

尿処理手数料であります。 

１３款国庫支出金の収入済額は８億６，５５０万３，９７７円、

前年度との比較は７，８９１万２，９９６円の減少であります。 

これは主に、総務費国庫補助金及び民生費国庫補助金の減少によ

るものであります。 

１４款県支出金の収入済額は５億８，６４６万５，７６２円、前

年度との比較は１，１０７万９，９８７円の増加であります。 

これは主に、総務費県補助金、民生費県補助金の増加によるもの

であります。 

１５款財産収入の収入済額は４，２１２万４，００６円、前年度

との比較は４７２万５４４円の増加であります。 

これは、不動産売払収入の増加によるものであります。 

次に、７、８ページをご覧ください。 

１６款寄附金の収入済額は１億３，７３７万４千円、前年度との

比較は１，５６０万４，８８９円の増加であります。 

これは、ふるさと寄附金制度による寄附金、ふるさと納税の増加

が主な要因であります。 

１７款繰入金の収入済額は１１億５，７８９万２，２７８円、前

年度との比較は３億２，０４５万３，６８３円の増加であります。 

これは、財政調整基金繰入金の増加によることが、主な要因であ

ります。 

１８款繰越金の収入済額は２億４，５５１万６，９７２円であり

ます。 

１９款諸収入の収入済額は１億３，５４４万７，３９０円、前年

度との比較は７３２万２，１５９円の増加であり、これは、民生費

受託事業収入の増加が主な要因であります。 
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収入未済額は１，１３９万２，４０１円、主なものは、奨学資金

貸付金返還金が１２７万７，５００円、生活保護法第６３条、第７

８条及び第７８条の２による返還金が１，００９万３，９０１円で

あります。 

２０款市債の収入済額は６億１，２００万円、前年度との比較は

１億６，０２０万円の減少であります。 

科目別の詳細は備考欄のとおりであります。 

以上、一般会計の歳入合計は、予算現額１０３億６６万４千円に

対しまして、調定額１０３億３，８５８万９，９６９円、収入済額

は１０２億２，３６９万８，９２５円、前年度との比較は５，３８

８万３，１７１円の増加となり、不納欠損額は６５万７，６９４円、

収入未済額は、１億１，４２３万３，３５０円、収入未済額の大半

は市税であります。 

歳入全体の予算に対する収入割合は９９．２％、調定に対する収

入割合は９８．８％であります。 

一般会計歳入の款別の決算額につきましては以上であります。 

なお、参考に予算現額と収入済額との比較で、各節の増減額５０

万円以上のものにつきましては、その主な理由を本主要説明書の３

５ページから３８ページにかけて記載しておりますので後ほどご参

照ください。 

次に、９、１０ページをご覧ください。 

一般会計の歳出款別決算額調であります。 

歳入同様、主なものについてご説明いたします。 

１款議会費は、支出済額１億１，７９７万５，１３０円、前年度

との比較は１６１万７，６７４円の増加であります。 

この主な要因は、前年度において、議員１名の辞職等により、議

員報酬等が減額となっておりましたが、平成３０年度は定数となっ

たこと等から、増加となったものであります。 

執行率は９７.５％であります。 
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２款総務費は、支出済額２０億３，９３２万３，４３３円、前年

度との比較は２億１，９８４万５，７４６円の増加であります。 

主な要因は、総務管理費における財産管理費の増加によるもので

あります。 

執行率は９７．４％であります。 

３款民生費は、支出済額３２億７１４万６，２２０円、前年度と

の比較は２億５，１５８万１，４３８円の減少であります。 

この主な要因は、児童福祉費における児童福祉総務費の減少によ

るものであります。 

執行率は９８．５％であります。 

４款衛生費は、支出済額１４億６，０５７万４，２４９円、前年

度との比較は１，５３７万８，０５０円の減少であります。 

この主な要因は、病院費の減少によるもので、執行率は９８．６％

であります。 

次に、１１、１２ページをご覧ください。 

５款農林水産業費は、支出済額４億４，５５９万８，２２０円、

前年度との比較は、３，０５３万２，４０７円の増加であります。 

この主な要因は、水産業費における漁港建設費の増加によるもの

であります。 

執行率は９８．２％であります。 

６款商工費は、支出済額１億３，１２７万９，０１７円、前年度

との比較は１，０５７万５４７円の増加であります。 

この主な要因は、商工費における商工総務費の増加によるもので

あります。 

執行率は９８.２％であります。 

７款土木費は、支出済額３億４，６８１万８，７２８円、前年度

との比較は４，０６５万５，７５１円の増加であります。 

この主な要因は、河川費及び都市計画費の増加によるものであり

ます。 
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翌年度繰越額１，３８６万３千円は、急傾斜地崩壊対策事業であ

ります。 

執行率は９５.１％であります。 

８款消防費は、支出済額４億６，１３９万７，０６０円、前年度

との比較は８２９万７，２９８円の減少であります。 

この主な要因は、消防費における常備消防費の減少によるもので

あります。 

執行率は９９.１％であります。 

９款教育費は、支出済額６億４，４６７万５，１３１円、前年度

との比較は２，５４７万３，４５８円の増加であります。 

この主な要因は、教育総務費における事務局費の増加によるもの

であります。 

翌年度繰越額１億１，８００万円は幼稚園及び小中学校空調設備

設置事業であります。 

執行率は８２.３％であります。 

次に、１３、１４ページをご覧ください。 

１０款災害復旧費は、支出済額２１１万６，８００円、前年度と

の比較は１０８万８１０円の減少であります。 

この主な要因は、農林水産業施設災害復旧費の減少によるもので

あります。 

執行率は５０．４％であります。 

１１款公債費は、支出済額１１億４，７５８万８，５４６円、前

年度との比較は２，７８３万５，７６５円の増加であります。 

１２款予備費は、不執行であります。 

以上、歳出合計は、予算現額１０３億６６万４千円に対し、支出

済額は１００億４４９万２，５３４円で、前年度との比較は８，０

１９万３，７５２円の増加であります。 

翌年度繰越額は１億３，１８６万３千円、不用額は１億４，６３

０万８，４６６円、執行率は９７.１％であります。 
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なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万

円以上のものにつきましては、その主な理由を３９ページから４４

ページにかけて記載していますので、後ほどご参照ください。 

次に、１５ページをご覧ください。 

これは、一般会計の歳入決算額を円グラフで表したものでござい

ます。 

構成比率の高い順から申し上げますと、地方交付税３４．９％、

市税２１.３％、繰入金１１.３％、以下は記載のとおりであります。 

なお、（ ）内の数字は前年度の構成比率であります。 

次に、１６ページの歳出の構成比でございますが、民生費３２.

１％、総務費２０.４％、衛生費１４.６％、以下は記載のとおりで

あります。 

次に、１７ページをご覧ください。 

この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比

較したものであります。 

決算額の合計１００億４４９万３千円のうち義務的経費は４３億

５１１万７千円、全体の４３.０％を占めております。 

前年度との比較は、１，１４４万５千円の減少であります。 

次に、投資的経費は６億５，５８５万７千円、前年度との比較は、

１億２，５３５万６千円の減少で、構成比は６.６％であります。 

次に、その他の経費は、５０億４，３５１万９千円、前年度との

比較は２億１，６９９万５千円の増加で、構成比は全体の５０.４％

であります。 

なお、この性質別経費を円グラフで表したものが、１８ページに

掲載してあります。 

次に、１９、２０ページをご覧ください。 

この表は、平成１５年度から国保・老人保健・後期高齢・公共下

水各特別会計への繰出金と、病院及び水道の企業会計並びに消防・

広域連合などの一部事務組合等への負担金について、支出状況をま

とめたものであります。 
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１９ページ「繰出金」下から二段目の平成３０年度の欄をご覧く

ださい。 

国保・後期高齢・公共下水各特別会計への繰出金は、それぞれ記

載のとおりで、合計６億２，８２３万２千円であります。 

１９ページから２０ページ「負担金」の平成３０年度の欄をご覧

ください。 

病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合などの一部事務組

合等への負担金は合計１３億９，３８７万１千円であります。 

「繰出金」と「負担金」の合計は２０億２，２１０万３千円であ

ります。 

一般会計決算の概要説明は以上であります。 

次に、各特別会計の概要についてご説明いたします。 

２１、２２ページをご覧ください。 

この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であり

ます。 

１款国民健康保険税は、予算現額３億６，３１８万７千円に対し、

調定額は４億４，４５２万９，３５４円、収入済額は３億６，４８

３万４１３円、国民健康保険事業特別会計収入済額全体の１４．０％

を占めております。 

前年度との比較は、２，１４１万３，２２６円の減少であります。

詳細は備考欄のとおりであります。 

不納欠損額は１４８万６，５８８円、前年度との比較は、２２７

万９，５６７円の減少であります。 

収入未済額は７，８２１万２，３５３円、前年度より３０３万７，

２９９円の増加であります。 

収入率は１００．４％、収納率は８２．０％であります。 

２款県支出金の収入済額は１８億１，６０７万３，１５２円、国

民健康保険事業特別会計収入済額全体の６９．７％を占めておりま

す。 
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前年度との比較は１６億８，９３８万６，５３９円の増加であり

ます。 

この主な要因は、国保制度改革（国保財政の県一元化）に伴う普

通交付金の増加によるものであります。 

３款財産収入は、収入済額１万円、前年度と比較して３万１千円

の減少であります。 

４款繰入金は、収入済額２億５，６３１万８，８３７円、前年度

との比較は１億１，５２９万１，９２７円の減少であります。 

この主な要因は、国保財政調整基金繰入金の減少であります。 

５款繰越金は、前年度からの繰越金１億５，７９３万４，１４２

円であります。 

６款諸収入は、収入済額１，１２８万６，３３２円、主に、延滞

金や医療費返納金などの収入であります。 

前年度との比較は１２１万３，１６７円の減少であります。 

次の国庫支出金、療養給付費等交付金につきましては、平成２９

年度の予算科目で、国保財政の県一元化に伴い、それぞれ皆減であ

ります。 

次に、２３、２４ページをご覧ください。 

 前期高齢者交付金及び共同事業交付金につきましても、国保財政

の県一元化に伴い、それぞれ皆減であります。 

以上、国民健康保険事業特別会計の歳入合計は、予算現額２６億

５，８０２万７千円に対し、調定額２６億８，６９２万２，５０８

円、収入済額２６億６４５万２，８７６円、不納欠損額１４８万６，

５８８円、収入未済額７，８９８万３，０４４円であります。 

収入率は９８．０％、収納率は９７．０％であります。 

次に、２５、２６ページをご覧ください。 

国民健康保険事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

１款総務費は、支出済額５，８５４万９，９１４円、前年度との

比較は４７８万１４５円の減少であります。 

執行率は９５．８％であります。 
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２款保険給付費は、支出済額１７億７，２０４万６，７９６円、

支出済額全体の６８．９％を占めております。 

前年度との比較は３，８４３万７，６７２円の減少であります。 

この主な要因は、療養諸費における一般分及び、退職分療養給付

費等の減少によるものであります。 

執行率は９５．７％であります。 

３款国民健康保険事業費納付金は、国保制度改革（国保財政の県

一元化）に伴う新規科目で、支出済額５億５，９６０万８，８５７

円で、一般被保険者医療給付費分３億８，３６１万１千円ほか、三

重県への納付金であります。 

執行率は９９．９％であります。 

４款共同事業拠出金は、支出済額２０３円、前年度との比較は５

億４０９万７，４８５円の減少であります。 

この主な要因は、国保制度改革（国保財政の県一元化）に伴う高

額共同事業医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の皆減

によるものであります。 

５款保健事業費は、支出済額２，２５６万６，０５２円、前年度

との比較は４２４万６，８６１円の増加であります。 

この主な要因は、特定健康診査等事業費及び疾病予防費の増加に

よるものであります。 

執行率は８５．１％であります。 

６款基金積立金は、支出済額１億１，８５３万８千円、国保財政

調整基金への積立金であります。前年度との比較は２，１４３万７

千円の増加であります。 

７款公債費につきましては、不執行であります。 

次に、２７、２８ページをご覧ください。 

８款諸支出金は、支出済額３，９７２万２３５円、前年度との比

較は、９００万８，０９２円の増加であります。 

この主な要因は、退職償還金及び還付加算金の皆増によるもので

あります。 
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執行率は９６.１％であります。 

次の後期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、

介護納付金につきましては、国保制度改革（国保財政の県一元化）

に伴う皆減であります。 

以上、国民健康保険事業特別会計の歳出合計は予算現額２６億５，

８０２万７千円に対しまして、支出済額は２５億７，１０３万５７

円、前年度との比較は３億３，６４４万７，０９２円の減少であり

ます。不用額は８，６９９万６，９４３円、執行率は９６.７％であ

ります。 

なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由に

つきましては、４５ページから４８ページにかけて記載してありま

すので、後ほどご参照ください。 

次に、後期高齢者医療事業特別会計の決算概要について、ご説明

いたします。 

２９、３０ページをご覧ください。 

後期高齢者医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

１款後期高齢者医療保険料の収入済額は、２億３５万２，６３３

円、前年度との比較は７１６万８，０９６円の増加であります。 

収入率は１０１．９％、収納率は９８．１％であります。 

不納欠損額は１万４，１３４円、収入未済額は３７１万２，３２

８円であります。 

２款国庫支出金は平成３０年度に交付の対象となった補助事業に

係る新規科目で、収入済額は１３９万３千円、後期高齢者医療シス

テム改修に係る高齢者医療制度円滑運営事業補助金の皆増でありま

す。 

３款繰入金の収入済額は４億１，０５８万７２２円、前年度との

比較は５０３万８，９２２円の減少であります。 

この主な要因は、事務費繰入金の減少によるものであります。 

４款繰越金の収入済額は５６１万７，７０９円で、前年度からの

繰越金であります。 
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５款諸収入の収入済額は、２，０１５万９，５９２円、前年度と

の比較は２６４万５，６２６円の減少であります。 

この主な要因は、前年度精算金の減少によるものであります。 

以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳入合計は、予算現額６億

３，５２８万８千円に対し、調定額は、６億４，１８３万１１８円、

収入済額は、６億３，８１０万３，６５６円、不納欠損額１万４，

１３４円、収入未済額３７１万２，３２８円、収入率は１００．４％、

収納率は９９.４％となりました。 

次に、３１、３２ページをご覧ください。 

後期高齢者医療事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

１款総務費の支出済額は１，１４４万３６３円、前年度との比較

は１４６万４，７１６円の増加であり、執行率は９６.５％でありま

す。 

２款広域連合負担金の支出済額は、５億９，９９９万９，６５６

円、支出総額の９４．９％を占めております。 

前年度との比較は１１２万５，５５９円の増加であります。 

３款諸支出金の支出済額は２，０６４万３，６４５円で、一般会

計への繰出金等であります。 

以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳出合計は、予算現額６億

３，５２８万８千円に対しまして、支出済額６億３，２０８万３，

６６４円、不用額３２０万４，３３６円、執行率は９９．４％であ

ります。 

なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由に

つきましては、４９ページから５０ページにかけて記載してありま

すので、後ほどご参照ください。 

次に、公共下水道事業特別会計の決算概要について、ご説明いた

します。 

３３、３４ページをご覧ください。 

公共下水道事業特別会計の歳入歳出款別決算額調でございます。 
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収入済額、支出済額いずれも同額の１０６万３，４０４円であり

ます。 

歳入の１款繰入金の収入済額は一般会計からの繰入金で、収入率

は９９．９％、歳出の１款公債費の支出済額は、市債償還元金及び

償還利子で、不用額は５９６円、執行率は９９．９％となりました。 

以上、平成３０年度尾鷲市一般会計及び３つの特別会計の歳入歳

出決算の概要についてご説明いたしました。 

また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果及び実績報告

書も後ほどご参照ください。 

 

なお、内容の詳細につきましては、行政常任委員会におきまして

ご説明いたしますので、何卒、ご審議賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

（病院事務長） 

議案第６５号「平成３０年度尾鷲市病院事業会計決算の認定につ

いて」につきましてご説明申し上げます。 

まず、決算のご説明の前に、平成３０年度の病院稼働状況につい

て、ご説明申し上げます。 

平成３０年度尾鷲市病院事業会計決算書の１９ページの業務、１．

業務量（１）稼働状況をご覧ください。 

平成３０年度の入院の延患者数は、一般病棟が５万５，１６７人、

療養病棟が１万８２７人、合計、６万５，９９４人で、前年度と比

較して４，６７０人減少しております。 

また、病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対して７６．

０％、療養病棟の病床数５６床に対して５３．０％、全体の病床利

用率は７０．９％で、前年度と比較して５ポイント減少しておりま

す。 

外来の延患者数は、９万４，２４４人で、前年度と比較して３，

６６２人減少しております。 

次に、２０、２１ページをご覧ください。 

（２）科別患者取扱状況は、前年度対比で見ますと、入院では、

外科が１，０７６人、眼科が５０人増加しておりますが、内科が３，

２６３人、呼吸器外科が３５３人、整形外科が９５８人、小児科が

１人、産婦人科が１５０人、耳鼻咽喉科が１人、皮膚科が１０７人、

泌尿器科が９６３人減少しております。 

また、外来では、内科が７９２人、眼科が５０２人、精神科が２

人、放射線科が４人増加しておりますが、神経内科が１３１人、外

科が１０１人、呼吸器外科が４９７人、脳神経外科が３０６人、整

形外科が２，２０２人、小児科が４４３人、産婦人科が２３１人、

耳鼻咽喉科が５８人、皮膚科が４２９人、泌尿器科が５６４人減少

しております。 
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それでは、平成３０年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容につ

いて、ご説明いたします。 

１、２ページをご覧ください。 

（１）収益的収入及び支出の収入では、第１款、病院事業収益の

予算額４２億８，９１０万７千円に対し、決算額は、４２億６，０

６０万９，５３８円で、予算額に比べ２，８４９万７，４６２円の

減であります。 

次に、支出では、第１款、病院事業費用の予算額、４４億１，１

２３万７千円に対し、決算額は、４３億８,２４３万２，６５４円で、

不用額は２，８８０万４，３４６円であります。 

次に、３、４ページをご覧ください。 

（２）資本的収入及び支出の収入では、第１款、資本的収入の予

算額３億２１９万４千円に対し、決算額は、３億９９万３千円で、

予算額に比べ１２０万１千円の減であります。 

次に、支出では、第１款、資本的支出の予算額４億３，００６万

６千円に対し、決算額は、４億１，９３９万４，５８７円で、不用

額は１，０６７万１，４１３円であります。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、１億１，８４

０万１，５８７円につきましては、全額、一時借入金で措置してお

ります。 

次に、５、６ページの損益計算書をご覧ください。 

１医業収益は、３７億２２５万７，６４６円、２医業費用は、４

１億７，１６３万７，０１９円で、医業損失は、４億６，９３７万

９，３７３円であります。 

３医業外収益は、５億４，６４５万８,０３６円、４医業外費用は、

１億９，６９０万６，０７３円で、医業外収支は、３億４，９５５

万１，９６３円であります。 

この額から医業損失を差し引いた１億１，９８２万７，４１０円

が経常損失であります。 
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５特別利益は、１８６万１，７１４円、６特別損失は、６５５万

８，２５０円で、経常損失からこの収支差を差し引いた当年度純損

失は、１億２，４５２万３，９４６円であります。 

これに、前年度繰越欠損金２８億６５０万１３４円を加えた当年

度未処理欠損金は、２９億３，１０２万４，０８０円となり、この

額を翌年度に繰り越しするものであります。 

次に、７、８ページの剰余金計算書をご覧ください。 

資本金の当年度末残高は、前年度末残高と同額の２億８５万６，

０９５円であります。 

次に、資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金の当

年度末残高は、前年度末残高と同額のそれぞれ３，１３０万９，４

１２円、１，８２７万６，６５０円、１億６，６９６万３，７６２

円であります。 

その他資本剰余金は、非償却資産分に係る一般会計からの元金償

還繰入金１，０５２万７千円により、当年度末残高は、２５億８，

７０６万５，４２１円であります。 

これらを合計した資本剰余金の当年度末残高は、２８億３６１万

５，２４５円であります。 

次に、利益剰余金は、当年度純損失１億２，４５２万３，９４６

円により、当年度末残高は、マイナス２９億３，１０２万４，０８

０円であります。 

次に、７ページ下段の欠損金処理計算書をご覧ください。 

いずれも、当年度処分額はありませんので、資本金の処分後残高

は、２億８５万６，０９５円、資本剰余金の処分後残高は、２８億

３６１万５，２４５円、未処理欠損金の処分後残高は、マイナス２

９億３，１０２万４，０８０円であります。 

次に、９ページから１１ページまでの貸借対照表について、ご説

明いたします。 

まず、９ページ、資産の部をご覧ください。 
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１固定資産の（１）有形固定資産は、イからトまでのそれぞれの

資産額から減価償却累計額を差し引いた２９億５，７２９万９，７

４６円であります。 

（２）無形固定資産は、３２７万９，２００円であります。 

（３）投資その他の資産は、１，４０５万６５０円で、これら固

定資産合計は、２９億７，４６２万９，５９６円であります。 

次に、２流動資産は、（１）現金預金、（２）未収金、（３）貯蔵品、

（４）前払金を合わせた流動資産合計、６億５，１８９万１，０８

６円であります。 

固定資産、流動資産を合わせた資産合計は、３６億２，６５２万

６８２円であります。 

次に、１０ページ、負債の部をご覧ください。 

３固定負債の（１）企業債は、令和２年度以降償還予定の企業債

１８億９，２１８万９，４６０円であります。 

（２）引当金は、退職給付引当金として本年度までに計上した３

億２，０３７万９，４０９円で、固定負債合計は、２２億１，２５

６万８，８６９円であります。 

４流動負債の（１）一時借入金は、３億６，１００万円で、前年

度と比較して１，１００万円の増であります。 

（２）企業債は、令和元年度償還予定の３億１，０４６万６，６

０８円であります。 

（３）未払金は、２億６，４３４万９，９１９円であります。 

（４）引当金は、イ賞与引当金、ロ法定福利費引当金で、引当金

合計は、１億３，３４４万８，４７５円であります。 

（５）その他流動負債は、１，８７５万４，２４４円で、流動負

債合計は、１０億８，８０１万９，２４６円であります。 

５繰延収益は、収益化累計額を差し引きした長期前受金が、２億

５，２４８万５，３０７円で、固定負債、流動負債、繰延収益を合

わせた負債合計は、３５億５，３０７万３，４２２円であります。 

次に、１１ページ、資本の部をご覧ください。 
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６資本金は、２億８５万６，０９５円であります。 

７剰余金の（１）資本剰余金は、イ受贈財産評価額、ロ寄附金、

ハ国県補助金、ニその他資本剰余金を合計した２８億３６１万５，

２４５円であります。 

（２）欠損金は、イ当年度未処理欠損金と同額の２９億３，１０

２万４，０８０円となり、これを資本剰余金から差し引いたマイナ

ス１億２，７４０万８,８３５円が剰余金合計であります。 

資本金と剰余金を合わせた資本合計は、７，３４４万７，２６０

円、負債の部と合わせた負債資本合計は、３６億２，６５２万６８

２円で、９ページの資産合計額と同額であります。 

次に、１２、１３ページには、会計処理の基準及び手続きを注記

として記載しております。 

以上が、議案第６５号「平成３０年度尾鷲市病院事業会計決算の

認定について」につきましての決算説明であります。 

なお、決算書の１４ページ以降に、決算附属書類を添付しており

ますので、ご参照のうえ、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

（水道部長） 

議案第６６号「平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余

金の処分及び決算の認定について」につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

まず、議案の説明に入る前に、平成３０年度の水道事業の概況に

ついて、ご説明申し上げます。 

「平成３０年度尾鷲市水道事業会計決算書」の１３ページをご覧

ください。 

平成３０年度の給水戸数は９，３６９戸で前年度に比べて１０４

戸の減であり、普及率は９９．９％でございます。 

年間総給水量は３７８万１，１１８立方メートル、前年度と比較

すると給水量で８万４，８７１立方メ－トルの減、有収水量で９万

９，２６９立方メ－トルの減となっております。有収水量減少は大

口使用量の減少が主な要因と考えております。 

「建設改良と維持管理」につきましては、上水道において中川、

倉ノ谷町、大曽根、泉町地内の配水管布設替工事及び泉加圧ポンプ

場加圧ポンプ取替工事を実施いたしました。 

簡易水道においては、賀田、三木浦、古江、曽根地内の配水管布

設替工事及び早田地内配水管改良工事、賀田第 1（北）浄水場送水

ポンプ取替工事、三木浦第 1 浄水場送水ポンプ取替工事を実施いた

しました。 

次に、経理状況でありますが、収益的収支では、「事業収益」５億

１，０６５万７，９７８円に対し、「事業費用」 ４億８，６０４万 

９，５５０円で、差し引き２，４６０万８，４２８円の純利益を計

上することとなりました。 

以上、概略説明を申し上げ、議案の説明をさせていただきます。 

決算書の１ページをご覧ください。 

（１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款「水道

事業収益」予算額５億４，６２８万４千円に対し、決算額は５億４，
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８４９万３，６２１円で、予算額を２２０万９，６２１円上回って

おります。 

次に、支出の第１款「水道事業費用」予算額５億３，４８５万７

千円に対し、決算額は５億１，９３８万５，２７１円で、１，５４

７万１，７２９円の不用額を生じております。 

続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきまして

は、収入の第１款「資本的収入」予算額１，８０８万円に対し、決

算額は１，９６１万４，８４０円で、予算額より１５３万４，８４

０円上回っております。 

次に、支出の第１款「資本的支出」予算額２億７，５１１万９千

円に対し、決算額は２億６，８０４万１，１６３円であり、不用額

は７０７万７，８３７円となりました。資本的収支において、収入

額が支出額に対して不足する額、２億４，８４２万６，３２３円は、

下段に記述してありますように当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４４２万１，３０６円、当年度分損益勘定留保資金 １

億９，９５５万８，９７３円、減債積立金４，４４４万６，０４４

円で補てんいたしました。 

次に、５ページの損益計算書をご覧ください。 

１．「営業収益」４億７，５９６万５，００７円から２．「営業費

用」４億３，１６５万５，０１９円を差し引いた、４，４３０万９，

９８８円が営業利益で、これに３．「営業外収益」３，４６９万２，

９７１円を加え、４．「営業外費用」５，４１０万２，２７０円を減

額しますと、経常利益は２，４９０万６８９円となります。 

この経常利益に、６．「特別損失」２９万２，２６１円を減額した、

２，４６０万８，４２８円が、当年度純利益となります。 

これに前年度繰越利益剰余金２億９，７５９万８，７４８円と、

減債積立金の取り崩しにより発生する「その他未処分利益剰余金変

動額」 ４，４４４万６，０４４円を加えた３億６，６６５万３，

２２０円が、当年度未処分利益剰余金となります。 

次に、６ページの剰余金計算書をご覧ください。 
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「資本金」当年度末残高は１９億１，０６４万８，３３２円とな

っております。 

「剰余金」の内、「資本剰余金」につきましては、前年度末残高と

同額の４，６８２万３８８円となります。 

利益剰余金の部では、「減債積立金」は補てん財源として使用した

４，４４４万６，０４４円を減額した２億４５２万４９８円が当年

度末残高となり、積立金の使用額と同額が、未処分利益剰余金に計

上されます。 

「建設改良積立金」は前年度末残高と同額となります。 

「未処分利益剰余金」の当年度末残高は、先ほどの損益計算書で

説明いたしました当年度未処分利益剰余金３億６，６６５万３,２２

０円で、「利益剰余金合計」は、６億４,７６０万９,６７４円となり

ます。 

次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）に

つきましては、利益の処分について本議案において一括してご審議

をお願いするものであり、当年度未処分利益剰余金３億６，６６５

万３，２２０円のうち、減債積立金の使用に伴い発生した「その他

未処分利益剰余金変動額」と同額分４，４４４万６，０４４円を資

本金へ組入れ、残額の３億２，２２０万７，１７６円を翌年度へ繰

越するものでございます。 

次に、８ページから１０ページまでの貸借対照表について、ご説

明いたします。 

まず、８ページの資産の部でありますが、１．「固定資産」は（１）

「有形固定資産」から（３）「投資その他の資産」までの合計で５２

億５，０６１万７，３１９円であります。 

２．「流動資産」は、（１）「現金預金」から（４）「その他流動資

産」までの合計で、７億６，４５３万８，９９２円で、「資産合計」

は 

６０億１，５１５万６，３１１円となります。 
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次に、９ページの負債の部でありますが、３．「固定負債」は（１）

企業債と（２）引当金の合計で、２７億６，１０３万６，０６２円

となります。 

４．「流動負債」は（１）企業債から（４）その他流動負債までの

合計２億８，１４７万６５３円となり、５．「繰延収益」３億６，７

５７万１，２０２円を合わせた「負債合計」は３４億１，００７万

７，９１７円となります。 

次に、１０ページの資本の部では、６．「資本金」といたしまして、

１９億１，０６４万８，３３２円、７．「剰余金」といたしまして、

資本剰余金４,６８２万３８８円、（２）利益剰余金６億４，７６０

万９，６７４円となり、「資本剰余金」と「利益剰余金」を加えた「剰

余金合計」は６億９，４４３万６２円で、「資本合計」は２６億５０

７万８，３９４円となります。 

負債資本の合計は、６０億１，５１５万６，３１１円となり、８

ページ二重線を引いております「資産合計」の額と一致しておりま

す。 

次の、１１ページ、１２ページは、会計処理の基準及び手続きを

注記として明示しております。 

以上で、議案第６６号「平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分及び決算の認定について」につきましての説明と

いたします。 

なお、決算書の１３ページから３１ページまで決算付属書類を添

付しておりますので、ご参照のうえ、よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

それでは、議案書の４０ページをご覧ください。 

議案第６７号「尾鷲市教育委員会教育長の任命について」につき

ましては、現教育長「二村
ふたむら

直司
な お じ

」氏の任期が、本年１０月１０日を

もって満了となることから、新たに「出口
で ぐ ち

隆
たか

久
ひさ

」氏を任命いたした

く「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４条第１項の規

定により、議会の同意を求めるものであります。 

「出口」氏は人格が高潔で、教育現場だけでなく本市教育委員会

や三重県教育事務所などでも要職を歴任されるなど教育行政に関し

識見を有しており、本市の教育長として適任であると考えておりま

す。 

何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

それでは、議案書の４２ページをご覧ください。 

議案第６８号「尾鷲市教育委員会委員の任命について」につきま

しては、現教育委員「北裏
き た う ら

佳代
か よ

」氏の任期が、本年９月３０日をも

って満了いたしますが、教育、文化に識見を有する「北裏」氏を引

き続き教育委員に任命いたしたく、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第４条第２項の規定により議会の同意を求めるもので

あります。 

何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

 それでは、報告案件について説明いたします。 

議案書の４４ページをご覧ください。 

報告第１１号「平成３０年度健全化判断比率及び平成３０年度資

金不足比率の報告について」につきましては、本市の平成３０年度

決算について「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付けて

報告させていただくものであります。 

詳細につきましては、４５ページのとおり「実質赤字比率」、「連

結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」におい

て、いずれも早期健全化基準を下回っております。 

また、公営企業においては、水道事業会計では資金不足が生じて

いないものの、病院事業会計で３．３％の資金不足比率が生じたこ

とを報告させていただきます。 

 次に、４６ページの報告第１２号「公益財団法人尾鷲文化振興会

の平成３０年度事業報告及び決算について」につきましては、生涯

学習課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（降壇） 
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（登壇） 

（生涯学習課長） 

それでは、報告第１２号「公益財団法人尾鷲文化振興会の平成３

０年度事業報告及び決算について」につきまして、ご説明いたしま

す。 

この報告は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき報

告するものであります。 

「平成３０年度事業報告及び決算」の１ページをご覧ください。 

公益財団法人尾鷲文化振興会の概要であります。 

ここには設立目的、設立年月日、事務所、基本財産、事業内容、

役員構成等が記載されており、これに基づき運営されております。 

２ページ、３ページには、平成３０年度事業報告として、評議員

会及び理事会の開催状況について記載させていただいております。 

次に、４ページをご覧ください。 

文化会館の管理運営の状況であります。 

来館者数につきましては、下段の表のとおり合計３万６，９５１

人で、昨年度と比べ３，０１０人の減となっております。 

主な要因として、平成３０年度においては、平成２９年度の貸館

事業において開催された民間団体の大型記念イベント等の貸館事業

などがなかったこと等によるものであります。 

次に、５ページには催物別利用状況を記載させていただいており

ます。 

次に、６ページ、７ぺージをご覧ください。 

これは、本振興会が主催及び共催した事業であります。 

コンサート、映画、せぎやま倶楽部の発表会、尾鷲節コンクール

及び夢舞台発表会など、計１６回の事業を実施しております。 

次に、８ページの貸借対照表をご覧ください。 

Ⅰ資産の部ですが、１流動資産と２固定資産を合計した資産合計

は５，５６２万９，２０４円で、Ⅱ負債の部では、１流動負債と２

固定負債を合計した負債合計が１，４９４万１，６８２円となり、
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資産合計から負債合計を差し引いた額４，０６８万７，５２２円が

一般正味財産となり、負債及び正味財産合計と資産合計が一致する

ものであります。 

次に、９ページの正味財産増減計算書をご覧ください。 

（１）経常利益の内訳は、①基本財産運用益が１万８，４４８円、

これは基本財産受取利息であります。 

次に、②事業収益が６８９万８，３４８円で、内訳といたしまし

て、入場料収益が７９万９，２００円、刊行物等販売収益が２３万

７，３７８円、これは、自販機売捌
うりさばき

手数料及び刊行物等物販手数料

であります。貸館利用料収益は５８６万１，７７０円となっており

ます。 

次に、③雑収益は、公衆電話通話料等の３，８００円であります。 

④管理受託収益は４，９８９万１,０００円で、これは、尾鷲市と委

託契約に基づく管理受託収益であります。 

以上、経常収益計は５,６８１万１，５９６円であります。 

次に、（２）経常費用の①事業費をご覧ください。 

このうち主な事業経費といたしましては、給料手当６６７万１，

１３６円は職員１名分の給料、臨時雇用賃金７９７万９０４円は嘱

託職員３名分の賃金、福利厚生費２３２万９，７９０円は職員１名、

嘱託職員３名分の社会保険事業主負担分であります。 

光熱水費８８０万５，３８４円、賃借料９３万１，４４３円につ

きましては、それぞれ会館の電気代、水道代、映画フィルム賃借料

等であります。 

委託費１，６８５万９，９２７円は、自主事業公演委託料等であ

ります。 

手数料２０３万７，０６６円は、浄化槽保守点検等であります。 

事業費計は４,９３８万７，６９１円となります。 

次に、②管理費をご覧ください。 

この費用は、文化会館の維持管理に係る経費であります。 
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このうち主なものは、臨時雇用賃金２７９万４，９６６円は、嘱

託職員１名分の賃金であります。 

次に、１０ページ、委託費１３０万９，５４７円は、会館保守管

理業務委託費であります。 

経常費用計につきましては５，５８０万４０９円となり、経常収

益計から経常費用計を差し引いた額１０１万１，１８７円が当期経

常増減額となります。 

この当期経常増減額から法人税、住民税及び事業税４６万９，８

００円を差し引いた５４万１，３８７円が当期一般正味財産増減額

となり、当期一般正味財産増減額に一般正味財産期首残高４，０１

４万６，１３５円を加えますと、一般正味財産期末残高は４，０６

８万７，５２２円となり、８ページの貸借対照表の正味財産合計と

同額となります。 

次に、１１ページから１２ページまでは、先ほど説明いたしまし

た正味財産増減計算書の内訳表であります。 

公益財団法人に認可されたことにより、平成２４年度までは法人

会計のみの経理でよかったものが、平成２５年度からは公益目的事

業会計、収益事業等会計、法人会計の経理が必要となっております。 

公益目的事業会計は、公益目的事業を実施する会計であり、文化

振興会が実施する自主事業及び尾鷲節コンクール等の共催事業並び

に貸館事業でありますが、教育委員会が実施している成人式等も公

益目的事業として取り扱われております。 

公益財団法人事業を毎年度継続していくためには、公益比率が５

０％を超えることが条件となっております。 

平成３０年度の公益比率は７８．４％ですので、公益目的を果た

しているものであります。 

また、公益目的事業会計の経常収益計の金額よりも、経常費用計

の金額が上回ることが必要であります。 

これは、１１ページの経常収益計が４，１６３万１，００２円に

対しまして、１２ページの経常費用計が４，３７７万１，１２３円
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であり、２１４万１２１円上回っておりますので、条件を満たして

いるものであります。 

次に、収益事業等会計は、主に営利を目的とした貸館に係る会計

であり、法人会計は文化会館の維持管理をするための文化振興会の

運営等に係る会計であります。 

次に、１３ページには財務諸表に対する注記として、重要な会計

方針と基本財産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳を記載し

ております。 

基本財産の定期預貯金３，０００万円は、ご覧の金融機関に預貯

金されております。 

特定資産の当期増加額は５１万１６８円で、当期末残高合計は４，

９８０万８，３５６円となります。 

次に、１４ページは固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当

期末残高の内訳であります。 

次に、１５ページは財産目録ですが、貸借対照表の詳細となりま

す。 

Ⅰ資産の部では、流動資産合計５８１万６８３円と固定資産合計

４，９８１万８，５２１円を合わせた資産合計は５，５６２万９，

２０４円であります。 

Ⅱ負債の部では、流動負債合計２１２万３，８７１円と固定負債

合計１，２８１万７，８１１円を合わせた負債合計は１，４９４万

１，６８２円となり、資産合計から負債合計を差し引いた正味財産

は４，０６８万７，５２２円となります。 

次に、１６ページには、本年５月２８日に実施しました監査報告

書を添付しております。 

以上をもちまして、報告第１２号「公益財団法人尾鷲文化振興会

の平成３０年度事業報告及び決算について」につきましての説明と

させていただきます。 

 

（降壇） 


